
 

「
先
生
、
こ
ん
に
ち
は
！
」 

 

あ
る
年
の
地
区
の
運
動
会
で
、
私
の
後
か
ら
横
を
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
青

年
か
ら
声
を
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。
横
を
向
く
と
見
慣
れ
な
い
顔
が
笑
っ
て
い
ま

す
。
「
エ
ッ
誰
だ
っ
た
か
な
あ
」
と
聞
く
と
「
○
○
で
す
」
と
応
え
る
。
そ
れ

で
も
思
い
出
せ
な
い
。
し
ば
ら
く
じ
っ
と
顔
を
見
て
い
て
や
っ
と
思
い
出
し

た
。 

「
あ
ぁ
○
○
君
か
？
」 

「
そ
う
で
す
。
あ
の
時
は
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。」 

「
久
し
ぶ
り
や
な
あ
、
何
年
に
な
る
か
な
」 

「
十
二
年
位
に
な
る
と
思
い
ま
す
」 

「
そ
う
す
る
と
二
十
八
歳
か
な
。
仕
事
は
？
」 

「
建
築
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
も
二
人
い
ま
す
。」 

 

○
○
君
は
少
年
の
時
、
父
親
の
厳
格
さ
に
反
発
し
、
高
校
に
は
途
中
か
ら
登

校
し
な
く
な
り
、
夜
間
に
同
様
な
仲
間
と
遊
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
た
び
た
び
補

導
さ
れ
、
家
庭
裁
判
所
で
保
護
観
察
処
分
と
な
り
ま
し
た
。 

 

初
め
は
固
い
表
情
で
し
た
が
、
私
宅
で
月
二
回
の
面
接
を
重
ね
る
内
に
打
ち

解
け
て
き
て
、
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
や
、
両
親
に
迷
惑
や
心

配
を
掛
け
た
こ
と
を
話
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
補
導
さ
れ
た
当
時
は
、

警
察
や
家
庭
裁
判
所
で
は
型
ど
お
り
の
反
省
の
言
葉
を
言
っ
た
が
、
今
で
は

「
心
か
ら
悪
か
っ
た
、
と
思
い
ま
す
。
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

○
○
君
は
そ
の
後
、
建
築
の
専
門
学
校
に
進
み
、
今
で
は
工
務
店
に
勤
め
、

一
級
建
築
士
を
目
指
し
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
し
た
。 

 

保
護
観
察
が
始
ま
っ
た
頃
は
自
分
の
膝
ば
か
り
見
て
い
て
固
い
表
情
の
少

年
が
笑
顔
を
見
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
私
も
嬉
し
く
な
り
ま
す
。 

 

私
は
、
保
護
観
察
の
対
象
と
な
る
人
達
に
対
し
て
、
指
導
す
る
こ
と
や
社
会

の
規
範
を
教
え
て
居
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
対
象
者
が
事
件
や
犯
罪
を
行

い
、
他
人
に
被
害
を
与
え
た
内
容
を
、
自
分
が
受
け
た
と
き
ど
う
思
う
か
、
話

す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
親
や
学
校
等
に
対
す
る
不
満
が
あ
る
場
合
は
、

「
そ
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
」
と
応
え
ま
す
が
同
調
は
し
ま
せ

ん
。
「
受
容
」
す
る
だ
け
で
す
。
し
か
し
、
家
族
や
同
級
生
達
が
大
変
心
配
や

気
に
し
て
い
る
か
を
話
し
ま
す
。 

 

対
象
者
が
過
去
の
過
ち
に
気
づ
き
、
こ
れ
か
ら
の
生
活 

が
後
悔
の
起
こ
ら
な
い
、
明
る
い
日
々
で
あ
る
よ
う
に
願 

い
、
〝
自
分
の
生
き
方
は
自
ら
が
決
め
る
〟
様
に
面
接
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

平成３０年３月１日 

発  行 

日野町少年センター 
日野町河原１丁目１番地 

TEL/FAX 0748-53-1325 

http://www.rmc.ne.jp/h.g-s.c 

 

３月の活動予定 

 ２日 少年センター運営委員会 

街頭補導 

 ７日 少年センター・あすくる 

職員研修 

９日 街頭補導  

１３日 日野中学校卒業式 

 有害図書等立入調査 

１５日 少年補導委員会幹事会 

１６日 街頭補導 

２３日 街頭補導 

２７日 有害図書等立入調査 

３０日 街頭補導 
 

センター職員随時パトロール 

 日野ライオンズクラブと東近江警察署、日野町少年センターで 

は、２月１日（木）必佐小学校、８日（木）日野小学校、２６日 

（月）桜谷小学校で６年生を対象に、薬物乱用防止教室を開催し 

ました。 

薬は普段、病気の治療のために、医師や薬剤師の指示で処方さ 

れた薬を薬局で受け取ります。この場合は、法律で決められてい 

る薬を目的に合わせて使っているのでよいのですが、治療以外の目的で間違った使い方を 

したり、法律で決められていない危険な薬を使ったりする人がいます。法律で決められて 

いない危険な薬等を使うと、脳が破壊されたり他にも 

体に影響が出てぼろぼろになってしまうことを話とＤ 

ＶＤを見て学びました。その後、ライオンズクラブの 

方が腹話術で、薬物の恐ろしさのお話があり、「薬物乱 

用はダメ、ゼッタイ。」とみんなで約束しました。 

                  また、東近江警察署からは、薬物は１回でも使っ 

たらなかなか抜け出せない事、持っているだけでも逮 

捕となる事、ネッ 

トに潜む危険性な 

どのお話がありま 

した。また、薬物 

でなくても気を付 

けたいのは、お酒 

とたばこです。こ 

れは未成年者が成 

長する上で害にな 

ったり、悪い影響 

を及ぼすからです 

とお話があり、み 

んな熱心に聞いて 

いました。 

                  

 

ＮＯ! 

未成年者の 

  
 

 

大人がとめよう 

地域でとめよう 
 

飲 酒・喫 煙 
 

内閣府資料より 

「
保
護
司
の
仕
事
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日
野
地
区
保
護
司
会 

会
長 

 

長 

束 

晶 

http://www.rmc.ne.jp/h.g-s.c
http://www.irasutoya.com/2017/09/blog-post_34.html


【刑法犯学職別検挙補導状況】 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    日野町少年補導委員会では、 

１２月１９日さくらだに幼児 

園で防犯教室「しらない人には 

ついていかない」を行いまし 

た。 

少年補導委員会が啓発活動 

として、ペープサートを使って 

防犯教室「しらない人にはついていかない」を始めて 5年目になり 

ます。このほど、紙人形をひとまわり大きくして取り組みました。舞 

台も少し大きくなり、紙人形も重くなりましたが、その分動きもよく 

分かるようになったのか園児の反応が良かったように思いました。 

           日野町少年補導委員 西河新五郎 

ペープサートを演じるのは初めてですが、テープの会話に合わせ

て紙人形で持ち場を演じ、園児たちの声が聞こえると張り合いがあ

りました。 

「しらない人にはついていかない」は、おもちゃ等子どもが興味

のあるもので誘い出し誘拐しようとする人形劇ですが、欲しいもの 

で誘われても、知らない人には絶対ついてい 

かないという事は、小さい時から家庭でもた 

えず言い聞かせる事が大切だと思います。 

 人形劇が終わった後、くまの着ぐるみの登 

場で歓声があがり、一層会場が盛り上がりま 

した。 

 短時間でしたが、園児たちに接する事がで 

き非常に有意義でした。 

園児たちが事故もなく楽しく毎日を過ごせ 

ることを願います。 

          ★☆★用語説明★☆★ 

○刑法犯少年・・・刑法の罪を犯した少年（交通事故による業務上過 

失犯を除く） 

○特別法犯少年・・・特別法令に違反する行為をした少年（交通関 

係法令違反を除く） 

○犯罪少年・・・14歳以上 20歳未満で罪を犯した少年 

○触法少年・・・14歳未満の少年で刑罰法令に触れる行為をした少 

年 

○ぐ犯・不良行為少年・・・不良行為（罰則の適用はないが、喫煙等 

少年の健全育成上やめさせるべき行為）をしている者で、 

そのまま放置すると非行に進む危険性のある少年 

【平成２９年中の少年の検挙・補導状況】 

乗り物盗

14%

万引き

36%

窃盗その他

11%

暴行・傷害

8%

刑法犯その他

31%

総 数

３６人

【刑法犯罪種別検挙補導状況】 

 

                 東近江警察署長 居澤孝臣 
 平素は、警察業務各般にわたり、ご理解とご協力を賜りましてありがとうございます。 

 さて、昨年 1 年間を振り返ると、東近江警察署管内での少年非行の状況は、統計上は

一昨年に比べ大幅に減少しております。これも一重に皆様方一人一人の子どもに対する

暖かい見守りのお陰と感謝しております。 

 しかしながら少年事件一つ一つを見てみますと、強盗傷人事件で 6 人の中学生を逮捕

しておりますし、コンビニエンスストアにおける器物損壊事件でも中学生を逮捕してお

ります。他にも窃盗や傷害事件で、昨年 1年間で 12 人の少年を逮捕指導しています。 

これらの少年は、何度も非行を繰り返したり、凶悪な犯罪にまで発展した結果です。 

 警察としましては、再非行防止に取り組んでいく所存ですので、皆様方におかれまし

ても、ご支援、ご協力頂きますようよろしくお願いいたします。 

『再非行防止にご協力を』   

小学生

22%

中学生

36%

高校生

17%

大学生

3%

有職

22%

 総  数 

  ３６人 

小学生と中学生で非行少年の５８％を占めています。 

また、万引き・乗り物盗で非行の半分を占めています。  

   

 

 少年センターでは、少年に関する悩みや心配ごと相談を行って
います。本人だけでなく、家族の方の相談も受けています。 
無職少年の就労・就学の支援も行っています。  
お気軽にお越しください。秘密は厳守します。 

○電話相談 ○面接相談 ○相談時間：月～金 9:00～16:30 

日野町少年センター （日野町勤労福祉会館 ２階） 

電話０７４８－５３－１３２５ 

 E-mail hino.t-syonen.c@rmc.ne.jp 

１人で悩まないでまずは相談を 

ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄに参加して 

  

 「自画撮り被害」とは、だまされたり、脅かされたりして児童が自分の

裸体を撮影させられた上、メール等で送らされる被害をいいます。 

 

 

保護者の方は、お子さんが児童ポルノ事犯の自画撮り被害にあわないよ

う、以下のことに気をつけてください。 

〇自分の裸をスマートフォン等で撮影してはならないこと。 

〇交際相手、友達等の信用している相手であっても、自分の裸の写真 

 を送ってはならないこと。とりわけ、面識のない者（ＳＮＳの相手

等）に対しては、絶対に写真を送ってはならないこと。 

〇デジタル写真は、コピーが容易であり、ひとたび写真がインターネ

ット上に流出すると、不特定多数の者に繰り返しコピーされ、すべ

ての写真を削除することは非常に困難になること。 

〇軽い気持ちで裸の写真を送ってしまうと、取り返しのつかない危険

（被害）が生じてしまうおそれがあること。 

〇友達等に裸の写真を送るよう求めたり、友達等の裸の写真を送った

りするほか、友達等の裸の写真をスマートフォンに保存した場合に

は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の被疑者として検挙・補導さ

れてしまうおそれがあること。 

                ～滋賀県警察本部少年課～ 

～「自画撮り被害」防止に向けて～ 

平成29年 平成28年

24 52 ▼ -28

うち女子 4 9 ▼ -5

12 35 ▼ -23

うち女子 0 2 ▼ -2

36 87 ▼ -51

うち女子 4 11 ▼ -7

1 6 ▼ -5

うち女子 0 0 0

241 316 ▼ -75

うち女子 48 71 ▼ -23

278 409 ▼ -131

うち女子 52 82 ▼ -30
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ぐ犯・不良行為少年
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前 年 比

犯 罪 少 年
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小 計

刑
法
犯
少
年
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